
香美市観光リカバリー事業新型コロナウイルス感染症対策物品貸出要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、イベント等の開催を行う団体に、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

香美市が保有する非接触型温度計、サーキュレーター、アクリルパーテーション等（以下「貸出物

品」という。）の貸出方法等について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（貸出物品の種類） 

第２条 貸出しを行う貸出物品は、別表のとおりとする。 

 

（対象者） 

第３条 貸出物品の貸出対象者は、次のとおりとする。 

（１） 香美市主催事業を実施する者 

（２） 香美市内に所在する法人及び団体 

（３） その他、市長が特に認める者 

 

（対象イベント等） 

第４条 対象イベント等は次のとおりとする。 

（１） 香美市が主催する事業 

（２） 前条に定める対象者が主催する香美市内で行うイベント等 

（３） その他、市長が特に認める場合 

 

（貸出の手続） 

第５条 貸出を受けようとする団体の責任者（以下「申込者」という。）は、新型コロナウイルス感染

症対策物品貸出申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に所定の事項を記入して、原則と

して、使用の 10日前までに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請について、第３条及び次条に適合することを確認のうえ、貸出しを決定する

ものとする。 

３ 市長は貸出しを決定したときは、新型コロナウイルス感染症対策物品貸出決定通知書（様式第２

号）を貸出しを受けた団体（以下「借受者」という。）に交付するとともに、借受者が守るべき事

項を周知させるものとする。 

４ 市長は、新型コロナウイルス感染症対策物品貸出整理簿（様式第３号）を整理して、貸出し、返

却の状況を明確にするものとする。 

 

（貸出しの制限） 

第６条 市長は、次の各号に該当すると認めた場合は、貸出物品の貸出しを許可しない。 

（１） 営利を目的とする利用と認められる場合 

（２） 特定の個人、政治的・宗教的活動のための利用と認められる場合 



（３） 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合 

（４） 市の信用又は品位を害するものと認められる場合 

（５） その他市長が不適当と認める場合 

２ 借受者は、貸出物品を貸出しの許可をした目的以外に使用し、又は転貸してはならない。 

 

（許可の取り消し） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出許可を取り消し、又は使用を制限し、

若しくは使用を停止させることができる。 

（１） この告示に違反した場合 

（２） 使用の目的又は条件に違反した場合 

（３） 故障により使用することができなくなった場合 

（４） 災害その他の事故により使用することができなくなった場合 

（５） その他市長が使用を不適当と認める場合 

 

（貸出期間） 

第８条 貸出物品の貸出期間は、14日以内とする。ただし、イベント物品等の管理上、又は運営上支

障がないと市長が判断したときは、この限りでない。 

 

（貸出物品の受領並びに返納） 

第９条 貸出物品の受領及び返納は、市長が指定する保管場所においてこれを行う。 

２ 貸出物品の貸出期限が到来したとき、又は貸出期限前において市長がその返納を求めたときは、

借受人は直ちに返納しなければならない。 

 

（使用料） 

第 10条 貸出物品の使用料は、徴収しない。 

 

（管理義務） 

第 11条 借受者は、貸出物品を良好な状態に保持できるよう必要な管理をするものとする。 

 

（亡失又は損傷） 

第 12条 借受者は、借受者の責めに帰すべき理由により、貸出物品を亡失し、又は損傷した場合は、

その損害を賠償しなければならない。 

 

（利用状況報告の義務） 

第 13条 借受者は、貸出物品の利用結果について新型コロナウイルス感染症対策物品利用状況報告書

（様式第４号）を提出するものとする。 

 

（損害賠償責任） 



第 14条 市長は、借受者が当該貸出物品の使用中に発生した損害又は障害に対する責任を負わない。 

 

（庶務） 

第 15条 貸出物品の管理及び貸出しに関する庶務は、商工観光課において処理する。 

 

（補則） 

第 16条 この告示に定めるもののほか、貸出物品の貸出しに関し必要な事項は、別に市長が定める。 

 

   附 則 

 この告示は、令和３年２月17日から施行する。 

    



別表（第２条関係） 

 

番号 名 称 数 量 

１ 非接触型温度計 ６ 

２ サーキュレーター ６ 

３ アクリルパーテーション ５ 

４ 足踏み式手指消毒器 ３ 

５ ベルトパーテーション ４０ 



様式第１号（第５条関係） 

 

新型コロナウイルス感染症対策物品貸出申請書 

 

  年  月  日 

香美市長 様 

申請者 

団 体 名  

代表者氏名 ㊞ 

電 話 番 号  

 

次のとおり新型コロナウイルス感染症対策物品の貸出しを受けたいので、香美市観光

リカバリー事業新型コロナウイルス感染症対策物品貸出要綱第５条第１項の規定によ

り申請します。 

貸出しを受けた

い物品・数量 

□非接触型温度計  台 □サーキュレーター  台  

□アクリルパーテーション  枚 □足踏み式手指消毒器  台 

□ベルトパーテーション  本  

貸出しを希望す

る理由 
 

使 用 す る 場 所  

使 用 す る 日 時   年  月  日（ ）   ：  ～   ：   まで 

貸 出 期 間   年  月  日 から    年  月  日まで 

そ の 他  

 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

新型コロナウイルス感染症対策物品貸出決定（却下）通知書 

 

  年  月  日 

            様 

 

香美市長       ㊞   

 

  年  月  日付けで申請のありました新型コロナウイルス感染症対策物品の貸

出しにつきましては、次のとおり決定（却下）しましたので、香美市観光リカバリー事

業新型コロナウイルス感染症対策物品貸出要綱第５条第３項の規定により通知します。 

□貸し出します 

貸 出 物 品 の 名

称・数量 

□非接触型温度計  台 □サーキュレーター  台  

□アクリルパーテーション  枚 □足踏み式手指消毒器  台 

□ベルトパーテーション  本  

貸出期間    年   月   日から   年   月   日まで 

□却下します 

理 由 

 
 



 

様式第３号（第５条関係）

申請日 団体名等 住　　所 電話番号 貸出期間 貸出日 担当者 返却日 担当者

□非接触型温度計 台

□サーキュレーター 台

□アクリルパーテーション 枚

□足踏み式手指消毒器 台

□ベルトパーテーション 本

申請日 団体名等 住　　所 電話番号 貸出期間 貸出日 担当者 返却日 担当者

□非接触型温度計 台

□サーキュレーター 台

□アクリルパーテーション 枚

□足踏み式手指消毒器 台

□ベルトパーテーション 本

申請日 団体名等 住　　所 電話番号 貸出期間 貸出日 担当者 返却日 担当者

□非接触型温度計 台

□サーキュレーター 台

□アクリルパーテーション 枚

□足踏み式手指消毒器 台

□ベルトパーテーション 本

申請日 団体名等 住　　所 電話番号 貸出期間 貸出日 担当者 返却日 担当者

□非接触型温度計 台

□サーキュレーター 台

□アクリルパーテーション 枚

□足踏み式手指消毒器 台

□ベルトパーテーション 本

申請日 団体名等 住　　所 電話番号 貸出期間 貸出日 担当者 返却日 担当者

□非接触型温度計 台

□サーキュレーター 台

□アクリルパーテーション 枚

□足踏み式手指消毒器 台

□ベルトパーテーション 本

新型コロナウイルス感染症対策物品貸出整理簿

貸出用品

貸出用品

貸出用品

貸出用品

貸出用品



様式第４号（第１３条関係） 

 

新型コロナウイルス感染症対策物品利用状況報告書 

  年  月  日 

香美市長 様 

            報告者 

（借受者） 

団 体 名  

代表者氏名 ㊞ 

電 話 番 号  

新型コロナウイルス感染症対策物品の使用結果について、香美市観光リカバリー事業新

型コロナウイルス感染症対策物品貸出要綱第 13 条の規定により次のとおり報告します。 

番
号 

貸出物品 数量 
借受時の状態 

（異常の有無） 

返却時の状態 

（異常の有無） 

１ 非接触型温度計 □なし □あり □なし □あり 

２ サーキュレーター □なし □あり □なし □あり 

３ アクリルパーテーション  □なし □あり □なし □あり 

 

４ 足踏み式手指消毒器  □なし □あり □なし □あり 

５ ベルトパーテーション  □なし □あり □なし □あり 

 

異常があった貸出物品及びその内容を具体的に記入してください。 

番号 貸出物品 内 容 

   

   

   

   

   

 

市
記
入
欄 

確認年月日 確認印 処 理 

  年 月 日 

  

 


